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第２回研究会における主な意見の概要【未定稿】 

 

（講習内容に係る要件について） 

○ 仕事と生活の調和を推進するには経営者の意識等の問題が深く関係する

ので、講習科目に企業の CSR：企業の社会的責任としてのワークライフバ

ランスの推進を追加してはどうか。 

 

○ 講習科目Ⅰの２の(６)の④として「企業の社会的責任」を入れてはどうか。 

 

 ○ 標準テキストを作成すべきではないか。 

 

 ○ 国家資格や国が関与している資格は、標準テキストがあるがキャリアコ

ンサルタントのように複数の民間講習機関が実施しているものには、標準

テキストは作成していない。専門家講習も民間機関が実施することから、

標準テキストの設定は困難ではないか。 

 

 ○ この資格は助成金の支給対象となる講習を定めているものなので、中

級・上級等のレベルを区別する必要がないのではないか。 

 

○ 上級コースを設けない場合、①企業がより優秀なコンサルタントを求め

ることが想定されること②優秀なコンサルタントは、より高度な講習を受

講したいと考えると想定されることに対し、十分な対応ができない恐れが

ある。 

 

 ○ 今はＷＬＢを推進する専門家を増やすことが重要であり、中級・上級等

の区別はせず、上級コースは将来の課題とする方が良いのではないか。 

 

○ 講習科目の免除については、講習機関毎のバラツキを防ぐため、既存資 

格と講習科目の免除の関係を示すガイドラインを作成してはどうか。 

 

 ○ 「講習内容に係る要件」で示す講習科目が、法律のみの項目立てになっ

ていないこと等から既存資格と講習科目の免除の関係を示すことが難しい。

講習機関が作成した講習科目に受講者の保有資格に応じて免除できる科目

がある場合のみ免除を認めることとしてはどうか。 
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 ○ キャリアコンサルタント技能検定では、検定委員を２年以上していれば、

自動的に資格を付与している。この講習についても、講師を一定期間して

いる者には、講習修了証を付与する制度が必要ではないか。 

 

 ○ 講師については、講習科目の一分野のみを教えるので、講習を修了して

いる必要はない。また、既に民間業務でコンサルタントとして事業を行っ

ている者は、中級レベルを前提としているこの講習を受講しないだろう。 

 

○ コンサルタントの実績で講習科目を免除することは、コンサルタントの

実績が千差万別であり、免除規定から削除してはどうか。 

 

○ 実務経験にも濃淡・良否があるので、免除規定に実務経験を有する者等

は含めない方が良い。社会的資格については、免除が適当と認められる範

囲内で免除することとしてはどうか。 

 

○ 講習科目のⅢ、Ⅳについても一部、講義部分についてはビデオ、ネット

等での講義を可能としてはどうか。 

  

（修了試験に係る要件について） 

 ○ 修了試験の問題等については、公開するのか。世の中の流れでは公開す

る方向に進んでいるが、どのように取り扱うべきか。 

 

 ○ 修了試験問題を公開するか否かは、一律に判断せず、講習機関毎の判断

としてはどうか。 

 

 ○ 講習を受講した者が、修了試験で不合格となった場合は、最初の講習か

ら再度受講し直すのか。 

 

 ○ 講習はカリキュラムⅠ～Ⅳの各科目の積み上げなので、講習受講者が修 

了試験に不合格の場合、講習の再受講については数年免除してはどうか。 

 

 ○ 同じ不合格にも濃淡はあり、仮に合格基準を８０点とした場合、７０点

の不合格と３０点の不合格では、再講習・再試験の取り扱いは異なるので

はないか。 

 

 ○ 追加講習やレポート提出で受講資格を認め、修了試験のみを受験させる
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こととしてはどうか。 

 

（講習機関が満たすべき要件について） 

 ○ 講習機関が策定する講習実施計画については、会場を借りる場合には変

更もあり得る。また、日程もインフルエンザ等の関係で延期等もあり得る

ため、弾力的に考えてはどうか。 

 

（専門家の登録・活用について） 

 ○ 仕事と生活の調和を推進するための支援窓口を設ける場合、講習実施機

関が支援窓口を行うと、自分のところの講習修了者しか企業に紹介しない

という弊害も考えられる。 

 


